
港湾局 港湾経済課

平成２６年９月３０日

阪神港の埠頭株式会社の経営統合について

資料３



２０１２年３月より、Ｇ６がサービス開始

海運・港湾を取り巻く情勢

基幹航路の寄港地の絞り込みが進み、
我が国への基幹航路寄港が減少

（欧州航路は週２便）

近隣諸港のコンテナ取扱個数は著しく増大

一括大量輸送によるコスト削減のため、
コンテナ船の大型化がますます進展

欧州航路においてアライアンスの再編が進み、
我が国への寄港便数が週３便から週２便に
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○ 国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大することにより、企業の立地環境を向上させ、我が
国経済の国際競争力を強化 ⇒ 雇用と所得の維持・創出

政策目的 ： 国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大すること
政

策

目

的

※国際基幹航路の我が国への直接寄港が少なくなると、本来最も安価で短時間の直接寄港ルートが減るというサービス水準の直接の
低下に加え、我が国立地企業の輸送が海外トランシップを経るルートを選択せざるを得なくなり、我が国立地企業が直接寄港ルートと
の比較による価格交渉力を失い、海外トランシップルートの料金高騰等立地環境の悪化を招く。また、積み替え時の積み残し等による
遅延リスク、荷傷みのリスク等も懸念される。

「国際コンテナ戦略港湾」政策の概要

政

策

目

標

国際コンテナ戦略港湾に寄港する欧州基幹航路を週３便に増やすとともに、北米基幹航路のデイリー寄港を維
持・拡大する。また、アフリカ、南米、中東・インドといった、現状で我が国への寄港が少ない航路の誘致も進める。

国際コンテナ戦略港湾において、グローバルに展開する我が国立地企業のサプライチェーンマネジメントに資する
多方面・多頻度の直航サービスを充実する。

平成２６年から、概ね５年以内

平成２６年から、概ね１０年以内

国際コンテナ戦略港湾の
「競争力強化」

国際コンテナ戦略港湾への
「集貨」

国際コンテナ戦略港湾背後
への産業集積による「創貨」

主

な

施

策

○国際コンテナ戦略港湾の港湾運営
会社に対する集貨支援

○国際コンテナ戦略港湾における
積替機能強化のための実証

○国際コンテナ戦略港湾背後に立
地する物流施設の整備に対する
支援

○コンテナ船の大型化や取扱貨物量
の増大等に対応するための、大水
深コンテナターミナルの機能強化

○国際コンテナ戦略港湾のコスト削減、
利便性向上のための取組の推進

○国際コンテナ戦略港湾の港湾運営会
社に対する国の出資
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利用者（船社等）

港湾運営会社

国

港
湾
管
理
者

・料金決定権の確保
・荷主・船社等への営業活動

財産貸付

料
金

出資者

監督

公共性確保のための
チェック

（運営計画・料金変更
命令・監督命令・大口
株式保有への規制等）

協力

・港湾運営会社の提案も
踏まえ、港湾計画を作成

・臨港地区における行為
の届出の特例

支援

荷役機械などの整備
に係る支援（税制・無
利子貸付）など

行政財産の貸付け 行政財産の貸付け

流通施設の経営など関連事業は
自由に展開

出
資

埠頭群の運営業務（公設民営）

財産貸付

関連事業

民間企業経営者を登用し、運営計画に基づ
き、港湾運営に関する業務を一元的・効率
的に実施

サ
ー
ビ
ス

○国土交通大臣が国際戦略港湾毎に一を限って指定した港湾運営会社が、行政財産（国・港湾管理者所有の港湾施設）の貸付け
を受け、自社施設と一体運営することで効率的な港湾運営を実現。

○民間企業経営者の登用や民間出資により、迅速かつ柔軟な港湾運営を実現。

港 湾 施 設

（国） （自社） （港湾管理者）

荷役機械など（会社が整備）

国土交通大臣が指定

港湾運営会社による効率的な港湾運営（国際戦略港湾）
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6.18   特例港湾運営会社
の指定の失効

26年度 27年度～23年度 25年度

【東京港】

大阪港埠頭株式会社

神戸港埠頭株式会社

【横浜港】

【大阪港】

【神戸港】

【京浜港】

港湾運営会社

【阪神港】
港湾運営会社

経営統合

経営統合

H23.4.1

犬伏泰夫社長就任
（H23.4.1 元神戸製鋼所社長）

川端芳文社長就任
(H23.6.27 元野村證券顧問）

阪
神
港

京
浜
港

髙島正之社長就任
（H24.6.29 元三菱商事副社長）

特例港湾運営会社

特例港湾運営会社

特例港湾運営会社

特例港湾運営会社指定

特例港湾運営会社指定

H24.4.1
横浜港埠頭株式会社

H23.3.31
改
正
港
湾
法
公
布

H24.8.28申請 H24.10.17

港湾運営会社指定等のスケジュール（国際コンテナ戦略港湾）

H24.6.19

H24.9.12

6.18 特例港湾運営会社の指定申請期限

9.11 特例港湾運営会社の指定申請期限 9.11   特例港湾運営会社
の指定の失効

埠頭群の区分の指定から1年 埠頭群の区分の指定から4年

【京浜港】

埠頭群の区分の指定

【阪神港】

28年度

H24.11.16申請 H24.12.25

平野裕司社長就任
（H25.4.1 元日本郵船副社長）

特例港湾運営会社東京港埠頭株式会社

H23.4.1

H20.4.1 H25.9.10申請

川崎臨港倉庫株式会社

(H25.9.1より川崎臨港倉庫埠頭株式会社）

S35.8.16

永野幸三会長就任
（H25.6. 24 元川崎臨港倉庫社長）

【川崎港】

24年度

特例港湾運営会社

12/15
改
正
法
施
行

H25.9.9申請

特例港湾運営会社指定
H26.1.8

前倒し

国の出資は、経営統
合後の港湾運営会社
に対して可能

H24.8.28申請 H24.10.17

H26.1.8

H26.10.1
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平成２６年６月１１日
日本経済新聞 朝刊 ５面

◆統合日 平成２６年１０月１日（水）

◆代表者 代表取締役会長 犬伏 泰夫 （現 神戸港埠頭(株)代表取締役社長）

代表取締役社長 川端 芳文 （現 大阪港埠頭(株)代表取締役社長）

◆本社所在地 神戸市中央区御幸通８丁目１番６号 神戸国際会館２０階

◆出資比率 神戸市：大阪市＝１：１

◆統合スキーム 上下分離方式

阪神国際港湾株式会社の概要

阪神国際港湾株式会社の設立（阪神港の港湾運営会社の経営統合）
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